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K O K U H O  N O  H I R O B A

国

保

広

場

の

問市民課国保医療班
☎ 30-0222

領
収
書
は
き
ち
ん
と
保
管
し

ま
し
ょ
う

　

高
額
療
養
費
な
ど
の
国
保
給

付
の
申
請
に
、
医
療
機
関
や
薬

局
か
ら
の
領
収
書
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

領
収
書
は
き
ち
ん

と
保
管
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　現在お使いの被保険者証は、有効期限が 9月30日土です。

　10 月以降は新しい被保険者証を提示してください。

　有効期限が切れた古い被保険者証は、細かく切って破棄するか、市民課また

は各支所までお返しください。

被
保
険
者
証
の
変
更
手
続
き

新しい国保の被保険者証は

10月1日から

30

2 9

9月下旬に新しい被保険者証をお送りします。

＊新しい被保険者証は、

国民健康保険が「黄土色」、

退職被保険者証が「ラベ

ンダー」です。

▪
こ
の
よ
う
な
と
き
は
手
続
き
が
必

要
で
す

❶ 

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
と
き

❷ 

市
外
へ
転
出
す
る
と
き

❸ 

学
生
で
な
く
な
っ
た
と
き

❹ 

社
会
保
険
な
ど
を
脱
退
し
た
と
き

❺ 

世
帯
主
の
変
更
や
住
所
を
変
更
し

た
と
き

　

被
保
険
者
証
の
記
載
の
内
容
が
変
更

に
な
る
場
合
に
は
、
国
保
に
加
入
し
て

い
る
世
帯
全
員
の
被
保
険
者
証
を
持
参

し
て
、
変
更
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

社
会
保
険
な
ど
の
加
入
者
で
あ
る
の

に
、
国
保
の
被
保
険
者
証
が
届
い
た
方

は
、
国
保
を
脱
退
す
る
手
続
き
が
必
要

で
す
。

　

国
保
資
格
が
な
く
な
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
保
の
被
保
険
者
証
を
提
示

し
て
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合
は
、

保
険
者
負
担
分
（
か
か
っ
た
医
療
費
の

７
割
～
９
割
）
を
返
納
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い
た
め
に

も
、
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
被
保
険
者
証
・
医
療
受
給
者
証
は
忘

れ
ず
に
病
院
に
提
示
し
ま
し
ょ
う

　

受
診
の
際
は
被
保
険
者
証
を
病
院
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
被
保
険
者

証
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、各
種
医
療
受
給
者
証
（
高
齢
・

福
祉
）
を
お
持
ち
の
方
も
同
様
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
示
し
な
い
と
医
療
費
の
請
求
が
適

切
に
行
わ
れ
ず
、
病
院
で
の
窓
口
負
担

が
増
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
診
し
ま
し
た
か
。
今
年
の
健
診

▪
特
定
健
診
は
10
月
ま
で
、
後
期
高
齢

者
健
診
は
９
月
ま
で

　

特
定
健
診
や
後
期
高
齢
者
健
診
は
、

生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る
た
め
の
健
康

診
断
で
す
。

　

今
年
の
受
診
期
間
は
あ
と
わ
ず
か
で

す
。
忘
れ
ず
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

受
診
の
際
に
は
、
受
診
券
と
被
保
険

者
証
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▪
受
診
券
の
送
付
に
つ
い
て

　

今
年
度
の
健
診
の
受
診
券
は
対
象
者

に
既
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
が
、
受
診

券
を
無
く
し
た
方
に
は
再
交
付
し
ま
す

の
で
、
い
き
い
き
健
康
課
（
☎
30
ー

０
１
１
９
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
特
定
健
診
を
受
診
で
き
る
方

は
、
受
診
日
時
点
で
国
保
に
加
入
し

て
い
る
方
で
す
。
受
診
券
が
あ
っ
て

も
、
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
等
に
切
り

替
わ
っ
た
場
合
は
、
国
保
の
受
診
券
で

特
定
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
は
、
職
場
で
行
う
健
康

診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▪
健
診
の
受
け
方

　

医
療
機
関
で
行
う
健
診
と
、
福
祉
保

健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
集
団
健
診
が
あ
り

ま
す
。
医
療
機
関
で
の
受
け
方
は
、
受

診
券
と
一
緒
に
送
付
し
た
ご
案
内
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
で
行
う
集
団
健

診
で
は
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
や
大
腸
が

ん
検
診
と
一
緒
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
日
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
い
き
い
き
健
康
課
（
☎

30
ー
０
１
１
９
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

9
月
6
日
水 

18
時
～
19
時

▼
場
所　

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー

▼
対
象　

①
国
保
（
40
歳
以
上
）
の
方

②
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

③
社
会
保
険
な
ど
の
方
で
受
診
券
を
お
持
ち

の
方

④
30
～
39
歳
で
健
康
診
断
の
機
会
の
な
い
方

▼
持
ち
物　

受
診
券
、
被
保
険
者
証

　病院を受診していない世帯（無傷病世

帯）であって、健康管理に努め国保世帯

の模範となる世帯をかづの元気フェスタ

で表彰します。

　皆さんも特定健診の受診や適度な運動

などを心がけ、健康管理に努めましょう。

無傷病世帯を表彰します

▪
９
月
の
集
団
健
診

9月の運動教室
　国保の加入者に限らず、どなたでも無料で参加できます。参加

希望の方は、市民課国保医療班へ前日までに電話にてお申し込み

ください。

※無料託児を利用される方は、1週間前までにお申し込みください。

教室 日時 場所 必要なもの

ストレッチポール

教室（さんさんレ

ディースクラブ）

4日月

10時～

記念スポーツセン

ター

運動ぐつ、水分補

給の飲料

ゆったりヨガ教室

（くびれてみヨーガ）

※無料託児あり

8日金

10時～

花輪市民センター

（コモッセ内）

ヨガマットまたは

大判バスタオル、

水分補給の飲料

竹澤茜先生のココ

から体操教室

（華美会）

8日金

10時～

十和田市民セン

ター

運動ぐつ、スポー

ツタオル、水分補

給の飲料

浅利ゆみ先生の健

康体操教室

（スマイル教室）

26日火

13時 30分～
福祉保健センター 水分補給の飲料

リズム運動教室

（ヘルスデザイン）

※無料託児あり

27日水

10時～

花輪市民センター

（コモッセ内）

運動ぐつ、水分補

給の飲料

※9月の骨密度測定会＆ナトカリ比測定会　日時：25日月 14時～15時／場所：福祉保健センター


